
２０２２年９月１日 

尾野坂鐡道株式会社 

尾野坂鐡道事業統括部 

 

尾野坂凰成地下鉄道高速線の加算運賃廃止について 

 

 この度、尾野坂鐡道株式会社（祇州尾野坂県尾野坂市城東区高取１－５）尾野坂凰成地

下鉄道高速線の加算運賃について、２００９年の開業より１３年余り経過し工事費用の回

収ができる見込みが立ったため廃止します。詳細は以下の通りです。 

 

記 

１．加算運賃廃止区間・対象加算運賃 

廃止区間：尾野坂鐡道事業統括部管轄の尾野坂凰成地下鉄道高速線の全線 

（尾野坂中央～東凰成の区間） 

対象運賃：以下の加算運賃について、大人・小児ともに廃止します。 

        １～１５ｋｍ ：大人、＋１０円（小児、＋０円） 

        １６～３２ｋｍ：大人、＋２０円（小児、＋１０円） 

 

２．廃止時期 

２０２２年１０月１日より（２０２２年９月３０日までは加算運賃は適用されます） 

 

３．廃止後の運賃 

  尾野坂鐡道×楠原鉄道の共通運賃表の通りです。 

  定期運賃、お得なきっぷについては変更はありません。 

 

４．払い戻しについて 

２０２２年９月３０日以前に購入された乗車券類につきましては、２０２２年１０月

１日以降でも有効期間内でかつ払い戻し金額がある場合に限り、加算運賃が適用され

た運賃で計算し払い戻しをいたします。 

２０２２年１０月１日の加算運賃廃止後に購入された乗車券類につきましては、加算

運賃廃止後の共通運賃表に基づいて払い戻しをいたします。 

 

５．その他 

その他のルールに変更はありません。 

詳しくは当社Webサイト、またはお客様センターまでお問い合わせください。 

以上 


